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支配株主等に関する事項について 

 

 

(1) 親会社、支配株主（親会社を除く。）又はその他の関係会社の商号等 

（平成 24年 3 月 31 日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 親会社等が発行する株

券が上場されている金

融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

㈱日本製紙 

グル－プ本社 

その他の 
関係会社 

― 29.93 29.93 

㈱東京証券取引所 
市場第一部 
㈱大阪証券取引所 
市場第一部 
㈱名古屋証券取引所 
市場第一部 

日本製紙㈱ その他の 
関係会社 

29.14 0.78 29.93 なし 

   (注) ㈱日本製紙グループ本社の議決権所有割合は、日本製紙㈱の議決権所有割合の間接所有分であります。 

 

 

(2)親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

名称 理由 

㈱日本製紙グル－プ本社 
当社の議決権を所有(間接所有分を含む)している日本製紙㈱の親会社であ

るため 

 

 

(3)親会社等の企業グル－プにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

   当社は、㈱日本製紙グル－プ本社の持分法適用会社であります。同社との営業取引はおこなっておりま

せんが、同社の子会社である日本製紙㈱と営業取引をおこなっております。 

   また、当社の社外取締役として日本製紙㈱常務取締役である佐藤信一氏を、社外監査役として㈱日本製

紙グル－プ本社取締役および日本製紙㈱常務取締役である馬城文雄氏を選任しておりますが、両氏との人

的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。 

   当社及び当社グル－プ企業において親会社等の各社より事業活動上の制約、経済的支援などは受けてお

らず、また、当社の取締役及び監査役のうち親会社等との兼任は上記の２名のみであり、その就任は当社

からの要請に基づくものであることから、経営の独立性は確保されていると認識しております。 
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  （役員の兼務状況） 

役職 氏名 
親会社等又は 

そのグループ企業での役職
就任理由 

取締役 佐藤 信一 日本製紙㈱常務取締役 

日本製紙㈱における取締役経験に
おいて得られた知識・経験等を当
社の経営に生かしていただきたい
ため当社から就任を要請 

監査役 馬城 文雄 

㈱日本製紙グループ本社 

取締役および 

日本製紙㈱常務取締役 

㈱日本製紙グループ本社及び日本
製紙㈱における取締役経験におい
て得られた知識・経験等を当社の
監査体制に生かしていただきたい
ため当社から就任を要請 

 

 

 

(4)支配株主等との取引に関する事項 

（自 平成 23 年 4 月 1日 至 平成 24 年 3 月 31 日） 

名称 所在地 
資本金 

(百万円) 
事業の内容

事業上の 

関係内容 

取引の 

内容 

取引金額

(百万円) 
科目 

期末残高

(百万円) 

日本製紙

㈱ 

東京都 

千代田区 
104,873 

紙関連製品

の製造・加

工販売 

製品、商品

の販売及び

原材料等の

仕入等 

洋紙・加工
材及び粘
接着製品
等の販売 

119 

受取手形
及び売掛
金 

77

その他の
流動資産 1

原材料等 

の購入 
2,074 

支払手形
及び買掛
金 

1,006

その他の

流動負債 1

   （注）１．製品、商品の販売については、市場の実勢価格を勘案し、一般的取引条件と同様に決定して 

        おります。 

      ２．原材料等の購入については、市場の動向及び実勢価格をみて毎期価格交渉の上決定しており 

        ます。 

      ３．取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 

 

 

(5)親会社又は支配株主（親会社を除く。）との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

   当社と日本製紙㈱との取引条件等は、他の資本関係のない会社と取引を行う場合と同様に、市場価格等

を勘案して取引条件を決定しており、少数株主を害する取引はないと考えております。 

 

 

 

以 上 

 

－2－ 


